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三
月
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日
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山

由
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夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
教
員
に
対
す
る
職
業
観
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
教
員
に
対
す
る
職
業
観
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
聖
職
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
学
校
の
教
員
が
学
校
教
育
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規

定
に
お
い
て
も
、
教
員
は
、
自
己
の
崇
高
な
使
命
を
深
く
自
覚
し
、
絶
え
ず
研
究
と
修
養
に
励
み
、
そ
の
職
責
の
遂
行
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
四
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
、
地
方
公
共
団
体
は
、
同
法

の
規
定
に
基
づ
く
国
及
び
特
定
独
立
行
政
法
人
の
施
策
に
準
じ
て
、
地
方
公
務
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
の
た
め
に
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
教
育
公
務
員
の
職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
に
つ
い
て

も
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
必
要
に
応
じ
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
教
員
が
そ
の
職
務
に
係

る
倫
理
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
崇
高
な
使
命
を
深
く
自
覚
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。


